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事 業 名 秋田県水と緑の森づくり事業 (森づくり税ハード事業) 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成30～令和４ 事業主体 県、市町村等 当初予算額 410,682 千円

事 地球温暖化の防止、県土の保全、水源かん養等の公益的機能を有し、全ての県 財 繰入金 410,682 千円

業 民がその恩恵を受けている森林を健全に守り育て、次の世代に引き継いでいくた 源

目 め、森林環境の保全に関する事業を実施する。 内

的 訳

実 １ 豊かな里山林整備事業 100,712千円

施 （１）針広混交林化（19,662千円）

内 生育の思わしくないスギ人工林や居住地近くに広がる里山林等を対象として、誘導伐（間伐）等の実施に

容 より、針葉樹と広葉樹の入り混じった混交林へ誘導し、森林環境や公益性を重視した森づくりを図る。

① 実施主体 市町村、森林組合、林業事業体、県等

② 事業計画 誘導伐等 56ha

③ 施行箇所 ４市町 大館市、能代市、三種町、男鹿市

④ 補 助 率 10／10以内

（２）広葉樹林再生（36,780千円）

放牧跡地等の過去に失われた森林環境を取り戻し、野生動植物が生息・生育できる生態系の健全性に配慮

した広葉樹林の再生を図り、森林環境や公益性を重視した森づくりを図る。

① 実施主体 市町村、県

② 事業計画 下刈等 16ha

③ 施行箇所 ５市町 北秋田市、三種町、大仙市、横手市、湯沢市

④ 補 助 率 10／10以内

（３）緩衝帯等整備（44,270千円）

クマ等の野生動物と人との不和が生じている森林や、主要道路沿いや通学路沿い等の藪化・過密化している

森林において、野生動物の出没抑制、森林環境の保全や景観の向上を図る。

① 実施主体 市町村、森林組合、林業事業体、県等

② 事業計画 下刈、除伐等 153ha

③ 施行箇所 15市町村 鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、八峰町、由利本荘市、にかほ市、

大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村

④ 補 助 率 10／10以内

２ マツ林・ナラ林等景観向上事業 130,853千円

松くい虫やカシノナガキクイムシ被害によって枯死し、景観維持や安全面から支障になる立木を伐倒処理し、

処理後の伐採跡地に植栽することにより、森林環境や公益性を重視した森づくりを図る。

（１）実施主体 市町村、県

（２）事業計画 枯損木処理 9,714 

（３）施行箇所 14市町村 北秋田市、能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、大潟村、

由利本荘市、にかほ市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村

（４）補 助 率 10／10以内

３ 森や木とのふれあい空間森整備事業 179,117千円

（１）ふれあいの森整備(170,024千円)

多くの県民が気軽に森林とふれあえる場として利用できる、身近な森林の公園化や既存公園の再整備を実施

し、森林環境や公益性を重視した森づくりを図る。

① 実施主体 市町村、財産区、小・中学校、森林所有者、県等

② 事業計画 整備 15箇所

③ 施行箇所 13市町 鹿角市、大館市、能代市、秋田市、男鹿市、五城目町、井川町、由利本荘市、

にかほ市、大仙市、仙北市、横手市、湯沢市

④ 補 助 率 10／10以内

（２）木育空間整備（9,093千円）

木の良さや森林の大切さ等について理解を深めるため、公共施設等において、親子で直接木を見てふれあえ

ることのできる「木育体験空間」を整備し、木育の推進及び促進を図る。

① 実施主体 市町村、県

② 事業計画 整備 ３箇所

③ 施行箇所 ３市 北秋田市(市民ふれあいプラザ）、秋田市（大森山動物園）、

湯沢市（雄勝スポーツセンター）

④ 補 助 率 10／10以内
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事 業 名 秋田県水と緑の森づくり推進事業 (森づくり税ソフト事業) 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成30～令和４ 事業主体 県、市町村、ボランティア団体、ＮＰＯ等 当初予算額 75,127 千円

事 地球温暖化の防止、県土の保全、水源かん養等の公益的機能を有し、全ての県 財 繰入金 75,127 千円

業 民がその恩恵を受けている森林を健全に守り育て、次の世代に引き継いでいくた 源

目 め、県民の森林に対する意識の醸成と、森作り活動への自主的参加を促す仕組み 内

的 を推進する。 訳

実 １ 県民参加の森づくり事業 33,634 千円

施 （１）森林ボランティア活動支援事業

内 森林ボランティアによる森づくり活動を推進するため、森林ボランティア団体が行う森づくり活動や森林、

容 林業に関する研修会等の実施を支援する。

① 実施主体 県に登録されている森林ボランティア団体

② 補 助 率 10／10以内（上限850千円）

（２）森づくり県民提案事業

県民全体で支える森づくりへの取り組みとして、県民の自主参加型の企画立案による森づくり活動を公募

し、その活動の支援を行う。

① 実施主体 NPO等の法人、企業、組合、地域住民団体等

② 補 助 率 10／10以内（上限400千円 ※拡充：クマ対策は上限1,000千円）

（３）市町村等の森づくり活動支援事業

市町村等が行う植樹・育樹祭等や普及啓発事業を支援する。

① 実施主体 市町村等

② 補 助 率 10／10以内（上限1,000千円）

２ 森林環境教育推進事業 14,925 千円

（１）森林環境学習活動支援事業

次代を担う児童生徒を対象とした森林環境教育を推進するため、学校等における森林環境学習活動の支援を

行う。

（２）森林環境教育指導者養成事業

学校等における森林環境教育を推進する指導者や、児童への自然体験や木育を推進する指導者を養成するた

め研修会を開催する。

３ 普及啓発事業 26,568 千円

基金運営委員会を設置し事業効果の検証等を行うほか、ボランティア活動を支援する「あきた森づくり活動サ

ポートセンター」の運営、県民参加による森づくりへの理解促進を図るための普及啓発活動、森林環境に関する

調査のため試験研究等を行う。

事 業 名 秋田県水と緑の森づくり基金積立金 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成30～令和４ 事業主体 県 当初予算額 451,008 千円

事 地球温暖化の防止、県土の保全、水源かん養等の公益的機能を有し、全ての県 財 一 般 451,000 千円

業 民がその恩恵を受けている森林を健全に守り育て、次の世代に引き継いでいくた 源 財 産 8 千円

目 め、森林環境保全に関する資金として基金を積み立てる。 内

的 訳

実 １ 基金積立金（令和２年度税収見込額） 451,000千円

施

内 ２ 基金積立金（運用益分） 8千円

容 （１）運 用 額 77,674,763円（令和元年度末基金残高見込み）

（２）運用方法 大口定期 12ヶ月 金利0.01％

（３）運 用 益 7,767円
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事 業 名 森林・林業雇用総合対策事業 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成８～令和６ 事業主体 (公財)秋田県林業労働対策基金ほか 当初予算額 96,908 千円

事 木材価格の低迷により林業従事者をめぐる雇用環境は極めて厳しい状況にある 財 国 庫 1,400 千円

業 が、山村地域の振興及び森林の有する公益的機能の推進を図るため、森林整備の 源 繰入金 95,508 千円

目 担い手である林業従事者を安定的に確保する。 内

的 訳

実 １ 森林整備担い手育成事業 83,892千円

施 林業従事者の確保・育成、就労条件の改善及び労働安全衛生の充実等を促進するための取組を支援する。

内 （１）補 助 率 県10／10

容 （２）事業内容

① ニューグリーンマイスターの育成に関する事業 17,357千円

ア 研修経費（「ﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝﾏｲｽﾀｰ育成学校」） （16,249千円）

イ 技能講習助成 （ 1,108千円）

② 林業従事者の確保に関する事業 10,845千円

ア 定着奨励金助成 （10,845千円）

③ 林業従事者の就労条件の改善に関する事業 47,395千円

ア 退職金共済掛金助成 （29,655千円）

イ 労災保険掛金助成 （17,740千円）

④ 労働安全衛生の充実及び普及啓発に関する事業 8,295千円

ア 労働安全衛生促進助成 （ 7,784千円）

イ 森林林業普及啓発助成 （ 511千円）

（ 参 考 ）新規採用者の推移 （人）

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

採用者数 37 27 20 18 25 44 44 47 67 85 94 105 101 141 138 143 149 142 121 141 133 130 140

35歳以下 34 26 19 13 16 22 19 33 32 37 39 47 37 90 60 49 67 56 61 84 66 72 74

新規学卒 20 13 11 5 7 11 7 18 8 3 4 5 4 2 16 4 18 24 16 24 15 22 23

２ 林業就業促進総合対策事業 2,000千円

将来の地域林業を担う人材の育成を目的として、林業従事者を対象とした「ニューグリーンマイスター育成学

校」を開講し、林業に関する知識や技術の習得及び資格取得のための研修を行う。

（１）補 助 率 国1／2、県1／2（国：林業・木材産業成長産業化促進対策交付金）

（２）事業主体 林業労働力確保支援センター（(公財)秋田県林業労働対策基金）

（３）研修内容 一年目 林業全般の知識・技術（経営、測量、病虫害、安全対策等）、資格取得

二年目 オペレーター養成（高性能林業機械操作・安全作業等）、資格取得

（ 参 考 ）ニューグリーンマイスター育成学校実績 (人)

H 9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 1

1年生 16 18 19 19 27 20 19 20 21 28 14 19 29 19 23 22 23 24 20 30 28 26 36

2年生 14 16 12 13 16 23 18 17 19 17 25 13 18 29 16 22 22 22 21 19 27 25 24

卒業者数 24 40 52 65 81 104 122 139 158 175 200 213 231 260 276 298 320 342 363 382 409 434 458

３ 林業労働安全衛生対策事業 600千円

林業労働災害の未然防止のための安全衛生指導員による巡回指導に対して支援する。

（１）補 助 率 国1／2、県1／4、実施主体1／4 （国：林業・木材産業成長産業化促進対策交付金）

（２）事業主体 林材業労災防止協会秋田県支部

（３）事業内容

① 安全衛生指導員養成研修に係る事業（指導員全県16名）

② 安全巡回指導に係る事業（事業体及び作業現場32箇所）

４ 秋田の高校生林業体験事業 1,915千円

林業に興味を持つ高校生に高性能林業機械の操作や基礎的な機械の使い方等の体験を実施する。

（１）補 助 率 県10／10

（２）事業主体 (公財)秋田県林業労働対策基金

（３）事業内容 高校生を対象とした林業体験を県内3地区で実施
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５ 新規就業者雇用支援事業 8,501千円

新たな森林管理システムによる森林整備の推進に向けて、「意欲と能力のある林業経営者」となる林業事業体

での人材確保が急務となっていることから、説明会や林業体験研修を通じて県内外から広く新規就業者を確保す

る。

（１）ウェルカム秋田！移住就業トライアル研修事業 4,256千円

① 短期研修（3泊4日 5名）1,213千円

林業木材産業基礎知識、林業機械操作体験、就業相談等

② 中期研修（1カ月 3名）3,043千円

林業に関する基礎学習、林業事業体での実践研修、機械資格取得等

（２）インターンシップ支援事業（5日間：10名）1,739千円

県内ハローワークを通じた求職者を対象とした林業事業体での体験研修

（３）就業フォローアップ事業（3名）2,506千円

中期研修及びｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ支援事業修了者を雇用した林業事業体に対し、雇用する際に必要な指導費、

安全装備品等について助成

事 業 名 森林整備担い手育成基金積立金 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成16～ 事業主体 県 当初予算額 189 千円

事 山村地域の振興及び森林の有する公益的機能の増進のため、森林整備の担い手 財 財 産 189 千円

業 である林業労働に従事する者の育成・確保、福祉の向上及び林業労働安全衛生並 源

目 びに森林整備の推進に関する事業に充てるための資金として基金に積み立てる。 内

的 訳

実 １ 森林整備担い手育成基金積立金

施 （１）基金積立金（令和2年度見込額） 188,679円

内 （２）基金積立金（運用益分）

容 ① 運 用 額 410,127,148円（令和元年度基金残高）

② 運用方法 大口定期 12ヶ月 金利0.035％

ＮＣＤ(譲渡性預金)12ヶ月 金利0.010％
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事 業 名 「オール秋田で育てる」林業トップランナー養成事業 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成26～ 事業主体 県 当初予算額 44,379 千円

事 本県の豊富な森林資源の活用を図り、林業を地域経済と雇用を支える産業とし 財 使用料 3,921 千円

業 て成長させるため、就業前の林業未経験者を対象に幅広い知識・技術とマネジメ 源 繰入金 40,458 千円

目 ント能力等を習得する研修を実施し、将来の林業を担う若い林業技術者を養成す 内

的 る。 訳

実 １ 林業トップランナー養成推進事業 1,354千円

施 秋田林業大学校の運営方針を協議する「林業技術者養成協議会」を開催するほか、林業関係者等による研修サ

内 ポートチームによるサポート体制の整備や、指導職員の機械系資格取得を推進する。

容 （１）協議会の開催 259千円

① 協議会委員 林業・木材産業関係団体、教育庁、東北森林管理局、県関係機関等

② 協議内容

・研修方針の検討

・カリキュラムの検討

・各分野の情報交換（高校生進路状況、林業の雇用情勢等）

（２）林業大学校サポートチームによる支援 1,095千円

① 構 成 員 林業・木材産業関係団体、東北森林管理局、林業機械メーカー等

② 活動内容

・指導方法の検討

・専門性向上研修（指導員養成研修）

２ 林業トップランナー養成研修事業

秋田林業大学校の研修実施及びＰＲ活動を行う。

（１）事業費 43,025千円

① 研修資機材整備費 34,217千円

② 研修実施・普及啓発費 8,808千円

（２）事 業 内 容

① 研修資機材整備費

研修機械借上料、研修資機材整備費、非常勤講師報償費等

② 研修実施・普及啓発費

研修教材の購入、非常勤講師の報償費、研修生募集のポスター・パンフレット作成等

事 業 名 林業就業前研修生支援事業 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成27～ 事業主体 県 当初予算額 50,165 千円

事 林業を志す青年が安心して研修に専念できるよう、秋田林業大学校の研修生に 財 国 庫 47,300 千円

業 給付金を給付し、林業分野への就業を促進する。 源 寄付金 500 千円

目 内 諸収入 2,365 千円

的 訳

実 １ 秋田県緑の青年就業準備給付金事業 49,665千円

施 安心して研修に専念できるよう資金を給付する。

内 （１）給付金 1,421千円×33人 46,893千円

容 （２）推進事務費 407千円

（３）返還金の国庫納付 2,365千円

２ 秋田林業大学校研修生奨学金事業 500千円

県内金融機関（秋田銀行、北都銀行、羽後信金、秋田信金、県信用組合）から協力をいただいた寄付金によ

り、若手林業技術者に対し給付する。

100千円×５金融機関(５人分) 500千円
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事 業 名 自立的林業経営支援事業 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成30～ 事業主体 林業者等の組織する団体 当初予算額 1,260 千円

事 森林・山村の多面的機能の発揮を図るため、自立的な林業経営を目指す団体が 財 国 庫 1,260 千円

業 行う森林の保全管理や森林資源の利用等の取組を支援する。 源

目 内

的 訳

実 １ 自立的林業経営支援事業 1,260千円

施 自立的な林業経営を目指す自伐林家等を中心とした団体が地域ぐるみで行う森林管理や資源の利用を図る活動

内 を支援する。

容 （１）実施主体 山林活用研究会（由利本荘市）

① 補 助 額 300千円（森林整備活動：1ha当たり120千円補助）

② 事業内容 間伐等 2.5ha

（２）実施主体 村木山の会（由利本荘市）

① 補 助 額 960千円（森林整備活動：1ha当たり120千円補助）

② 事業内容

間伐等 8.0ha

事 業 名 甘粛省林業技術者交流促進事業 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成27～令和３ 事業主体 県 当初予算額 265 千円

事 本県と友好提携を結び交流を進めてきている中国甘粛省との友好関係を更に発 財 一 般 265 千円

業 展させるため、林業関係分野での技術交流を図る。 源

目 内

的 訳

実 １ 甘粛省技術研修員等受入事業 265千円

施 （１）甘粛省技術研修員等受入事業 265千円

内 甘粛省から研修生を受け入れ、県の試験研究機関や民間企業等において研修を行い、必要な技術・知識を

容 習得してもらうとともに、関係者の国際理解を促進する。

① 実施期間 令和２年11月～1週間程度

② 研 修 生 ５名

③ 内 容 林業技術の研修（林業研究研修センター等）

事 業 名 秋田県森林環境譲与税基金積立金 担 当 調整・担い手班

事業年度 令和元～ 事業主体 県 当初予算額 148,003 千円

事 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第３４ 財 一 般 148,000 千円

業 条第２項各号に掲げる施策に要する資金に充てるため、秋田県森林環境譲与税基 源 財 産 3 千円

目 金を造成する。 内

的 訳

実 １ 基金積立金令和２年度譲与見込み額 148,000千円

施 ２ 基金積立金（運用益分） 3千円

内 （１）運 用 額 29,669,287円（令和元年度末基金残高見込み）

容 （２）運用方法 大口定期 12ヶ月 金利0.01％

（３）運 用 益 2,966円
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事 業 名 県民の森維持管理事業（経常経費） 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成12～ 事業主体 県 当初予算額 2,945 千円

事 第19回全国植樹祭（S43）を記念して設置した「県民の森」や、立県百年 財 財 産 6 千円

業 （S46）を記念して設置した「立県百年記念の山」の維持管理を実施し、緑豊か 源 一 般 2,939 千円

目 な自然に親しむ県民憩いの場と樹木や自然を愛する豊かな心を育む林業研修の場 内

的 として活用する。 訳

実 １ 「県民の森」の概要 2,294千円

施 （１）所在場所 仙北市田沢湖町田沢字大森１－１外

内 （２）面積 145.00ha

容 （３）施設の概要

① 管 理 舎 木造平屋１棟（36.35㎡） ⑥ みんなの広場 2.5ha

② 遊 歩 道 6,700ｍ ⑦ 樹園地造成 0.24ha

③ 水 飲 場 ４ヶ所 ⑧ 各県の木の森 2.0ha（各都道府県の象徴木19種）

④ 東 屋 ２棟 ⑨ 世界の木の森 1.5ha（15カ国の樹木）

⑤ 便 所 ３ヶ所 ⑩ キャンプ場 2.0ha

（４）維持管理事業内容

① 植栽地の下刈り及び修景施業 ④ 広場の整備・補修

② 生け垣及び樹木の剪定 ⑤ 病害虫の防除等

② 遊歩道の補修及び除草 ⑥ 標識等の整備・補修

２ 「立県百年記念の山」の概要 651千円

（１）所在場所 能代市二ツ井町小繋字湯の沢５５－１

（２）面積 14.55ha

（３）施設の概要

① 東屋 １棟 ② 便所 １ヶ所 ③ 広場：1.00ha ④ 沼：0.13ha

⑤ 樹木植栽地 13.42ha（サクラ、ウメ、ツツジ、ドウダンツツジ、シラカバ、ナラ、スギ、アカマツ）

（４）維持管理事業内容

植栽地の下刈り、広場の整備、マツクイムシ被害木の燻蒸処理等

事 業 名 緑化推進事業（経常経費） 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成12～ 事業主体 県 当初予算額 980 千円

事 緑化思想の普及啓発、緑の少年団育成のほか、（公社）秋田県緑化推進委員会 財 一 般 980 千円

業 が行う事業に対して助成する。 源

目 内

的 訳

実 １ 緑化思想の普及啓発、緑の少年団育成 80千円

施 学校関係緑化コンクール表彰等

内

容 ２ 緑化推進活動事業費補助金 900千円

（公社）秋田県緑化推進委員会の主要事業に対する助成事業

事 業 名 森林学習施設管理運営費（経常経費） 担 当 調整・担い手班

事業年度 平成２～ 事業主体 県 当初予算額 32,116 千円

事 森林・林業の学習施設として、森林学習交流館(プラザクリプトン)の管理運営 財 使用料 3,480 千円

業 を行う。 源 一 般 28,636 千円

目 内

的 訳

実 １ 指定管理業務（指定管理料） 30,047 千円

施 （１）展示施設や「学習交流の森」の指導説明

内 （２）建物施設等の清掃や設備管理、「学習交流の森」の維持管理等

容 （３）委託先（指定管理者） 株式会社 サンアメニティ 所在地（本社）東京都 （支店）秋田市雄和椿川

２ 土地貸借料 2,069 千円（19.23ha）

土地所有者 秋 田 市 1.35ha 174,652 円

戸島・白熊部落融和会 17.88ha 1,893,360 円

（参 考） 森林学習交流館 設置場所 秋田市河辺戸島字上祭沢38-4

規 模 鉄筋コンクリート三階建 延べ床4,630㎡
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事 業 名 林業普及指導研修補助事業費（経常経費） 担 当 調整・担い手班

事業年度 昭和58～ 事業主体 県 当初予算額 2,104 千円

事 林業普及指導事業を円滑に進めるとともに、試験研究成果の現地適応化による 財 国 庫 1,052 千円

業 林業技術の改善とその普及を巡回指導するほか、地域における事例等の情報の収 源 一 般 1,052 千円

目 集整理とその活用を図る。また、普及指導職員の資質の向上を図るため、国が実 内

的 施する研修を受講する。 訳

実 １ 林業普及指導交付金事業 2,104千円（国１／２以内）

施 （１）地区運営事業 736千円

内 普及活動に必要な関係資料を整備し、普及啓発を行う。

容

（２）普及指導研修等事業 1,168千円

① 国の開催する中央技術研修及び全国・ブロックシンポジウム等へ参加する。

② 普及指導職員に対する研修（全員・特技等）を実施し、普及指導職員の資質向上を図る。

③ 林業関係技術者等との技術等の情報交換研修を実施し後継者等の育成を図る。

（３）林業技術現地適応化事業 200千円

① 試験研究成果の取りまとめと情報を提供を実施する。

事 業 名 林業普及指導事業費（経常経費） 担 当 調整・担い手班

事業年度 昭和55～ 事業主体 県 当初予算額 2,191 千円

事 森林・林業の重要性の普及啓蒙と林業技術の研修事業を強化するとともに、よ 財 一 般 2,191 千円

業 り効率的な普及活動を展開するため、指導的林業者等の育成と地域の重点対策の 源

目 検討などを行う。特に、森林の適切な管理により森林の持つ公益的機能の維持増 内

的 進を図るため、林業後継者の意欲を高め林業生産活動の活発化が図られるよう人 訳

材育成を主体とした事業を行う。

実 １ 意欲的林業者グループ活動支援事業 459千円

施 （１）林業技術交換研修開催事業 159千円

内 森林所有者等に対する林業技術の情報提供や林業研究グループ活動発表会・情報交換研修を開催する。

容 （２）林業後継者組織育成事業 300千円

社団法人秋田県林業後継者会議の会員が先進的な技術や知識を修得するための活動に対して助成する。

２ 指導的林業者等育成事業 340千円

（１）指導林家・林業普及指導協力員研修事業 130千円

指導林家・普及指導協力員を対象に、最新の林業技術や森林の活用方法等に関する研修会を開催する。

（２）普及指導協力員活用事業 210千円

普及指導協力員の活動を支援し、普及活動協力員とともに関係機関と連携を図りながら、林業教室等を

効率的に開催する。

３ 林業経営コンクール開催事業 137千円

林業経営に関する優良事例を発掘して、全国コンクールに推薦する。

４ 普及指導業務修得研修事業等 1,255千円
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事 業 名 森林計画推進費（経常経費） 担 当 森林資源計画班

事業年度 昭和40～ 事業主体 県 当初予算額 804 千円

事 全県の森林資源を把握し、森林簿、森林計画図の整備と地域森林計画の策定を 財 一 般 804 千円

業 行い、計画的に森林施策を推進する。 源

目 内

的 訳

実 １ 森林調査・策定費 611千円

施 林分調査、森林計画図、森林簿の整備、地域森林計画の樹立・変更、実務研修会の実施、森林計画樹立のため

内 の説明会の開催、関係部局との調整、樹立関係資料の作成等

容 実施対象

・米代川計画区 174,977ha

・雄物川計画区 190,853ha

・子吉川計画区 81,673ha

計 447,503ha

２ 森林情報システム機器のリース 193千円

システム機器（専用端末、Ａ３カラープリンタ、大判プリンタ）のリースに係る経費

事 業 名 入会林野等整備促進事業（経常経費） 担 当 森林資源計画班

事業年度 昭和42～ 事業主体 県 当初予算額 294 千円

事 入会林野等の権利関係の近代化と利用の高度化を推進するため、研修会の開 財 一 般 294 千円

業 催、専門的知識を有するコンサルタントの設置等による指導や嘱託登記を実施 源

目 する。 内

的 訳

実 １ 事業内容

施 （１）入会林野等の整備に係わる権利関係の明確化に向けた指導、助言

内 （２）入会林野等集団に対する指導を適切に行うため、市町村担当者等を対象とした情報提供等、助言・指導

容 （３）嘱託登記の実施

（４）法律、登記、農林業経営の専門知識を有するコンサルタントを設置し、入会権の近代化に係る権利調整、

登記及び整備後の経営のあり方について入会集団を指導

２ 事業実施期間 平成29年度～令和３年度（第７期計画）
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事 業 名 森林整備地域活動支援対策交付金 担 当 森林資源計画班

事業年度 平成14～令和４ 事業主体 県、市町村 当初予算額 26,393 千円

事 森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林経営計画等による 財 一 般 8,772 千円

業 計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、集約化施業に意欲的に取組む森 源 繰入金 17,621 千円

目 林所有者等に対し、市町村との協定に基づき行う「森林経営計画作成促進」等 内

的 の地域活動を支援する。 訳

実 １ 森林整備地域活動支援対策交付金 26,250千円（○入 17,500千円、○一 11,250千円）

施 （１）対象森林

内 ① 森林経営計画の作成促進

容 森林経営計画の対象とされていない森林、計画期間が終了した森林、最終年度となる計画地又は森林経営

計画対象森林で計画を変更し間伐を実施する森林

② 森林境界の明確化

地域森林計画の対象とする森林

③ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

市町村長と「森林経営計画作成促進」「森林境界の明確化」の協定を締結した森林

（２）対象行為及び交付金額

① 森林経営計画の作成促進 8,000円/ha～69,000円/haを超えない額

（不在村者対応、境界確認の有無で加算）

森林経営計画作成や森林経営計画期間内における間伐実施のための準備活動（森林情報の収集活動、森林

調査、説明会の開催等）

② 森林境界の明確化：16,000円/ha～58,000円/haを超えない額

将来的に施業実施の前提となる、境界が不明瞭な森林で行う境界の確認、情報整理、市町村への情報提供

③ 森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備：40,000円/haを超えない額

協定の対象森林内に存する作業路網並びに対象森林に到達するまでの作業路網の簡易な改良

（木製横断工、土留、洗い越し、砂利補充等）

（３）対 象 者

① 市町村と協定を締結し、森林施業の集約化に意欲的に取り組む森林組合、林業事業体、森林所有者 等

② 市町村

（４）負担割合 国１／２、県１／４、市町村１／４

（５）事業主体 市町村

（６）令和２年度計画

２ 推進事務費

（１）都道府県推進費 43千円 (○入 21千円、○一 22千円)

① 事業内容 県が実施する説明会、交付申請の審査等、指導監督事務に要する経費

② 事業主体 県

（２）市町村推進費 100千円 （○入 100千円）

① 事業内容 市町村が実施する説明会、協定の締結、交付金の交付事務等、指導監督確認事務に要する経費

② 事業主体 市町村

③ 補 助 率 国１／２ （市町村１／２）

令 和 ２ 年 度 （ 千 円 ）

支 払 交 付 金 総 額 市 町 村 費

（ 計 画 ） 千 円 国費（基金） 県 費

① 計 画 作 成 1,385 ha 31,200 23,400 15,600 7,800 7,800 

② 境 界 明 確 化 165 ha 3,800 2,850 1,900 950 950 

③ 条 件 整 備 0 ha 0 0 0 0 0 

計 1,550 ha 35,000 26,250 17,500 8,750 8,750 

令和２年度 事 業 費 内 訳

交付森林面積 県 交 付 金

（ha）
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事 業 名 森林整備地域活動支援基金造成事業 担 当 森林資源計画班

事業年度 平成14～令和２ 事業主体 県 当初予算額 12 千円

事 森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林経営計画等によ 財 財 産 12 千円

業 る計画的かつ適切な森林整備（森林施業の集約化等）の推進を図る観点か 源

目 ら、「森林経営計画作成促進」等の地域活動を支援するため、市町村が森林 内

的 所有者等に交付金を交付する事業に助成する資金として基金を造成する。 訳

実 １ 事業内容

施 （１）資金の積立

内 国から交付される交付金の全額を資金として積み立てる。(H27から基金制度廃止)

容 （２）資金の管理・運用

① 県は、資金の管理・運用等を条例を定めて行う。

② 県における本資金の経理は、他の事業の経費と区分して行う。

③ 県は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れる。

④ 県は、計画に対して過大に基金を保有している場合は返還する。

（３）森林整備地域活動支援交付金の流れ

基 【 国 】 【 県 】 交 【 県 】 財 ・基金からの繰入金

金 交付金 （基金造成） 源 （国）

造 付 (上限50%)

成 基金積立 ・県 費 (上限25%)

事 金

業 基金運用

事 交付金

【市町村】

業 財 ・県からの交付金

源 (上限75%)

・市町村費 (上限25%)

【森林所有者等】支払交付金

(上限100%又は実績額)

２ 令和２年度基金造成額 12千円

３ 基金造成状況 （単位：円）

４ 県条例

秋田県森林整備地域活動支援基金条例（平成14年７月９日秋田県条例第52号）

区分 H27実績 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2計画

前年度繰越額 283,654,338 239,691,756 201,233,949 168,994,920 142,476,258 119,869,623

運用益 71,113 35,789 40,137 16,853 14,365 11,986

その他（返還金等）

国庫補助金

基金総額　① 283,725,451 239,727,545 201,274,086 169,011,773 142,490,623 119,881,609

取崩額　　② 44,033,695 38,493,596 32,279,166 26,535,515 22,621,000 17,621,000

年度末基金残高 239,691,756 201,233,949 168,994,920 142,476,258 119,869,623 102,260,609
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事 業 名 地域森林計画編成事業 担 当 森林資源計画班

事業年度 昭和40～ 事業主体 県 当初予算額 1,253 千円

事 全県の森林資源を把握して森林簿や森林計画図の整備を進め、計画的に森林施 財 国 庫 676 千円

業 策を推進するとともに、整備した情報を林業関係者や一般の方々へ提供する。 源 一 般 577 千円

目 内

的 訳

実 １ 森林資源モニタリング調査 1,153千円（○国 576、○一 577）

施 地域森林計画における森林整備の基本的事項等を定めるため、必要となる客観的資料を得る事を目的として現

内 地調査などを実施する。

容

２ 森林経営計画認定事業 100千円（○国 100）

農林水産大臣認定の森林経営計画の円滑な実施のため、地域の林業行政や地理等に詳しい県が受託して調査を

行う（※国からの委託事業として実施）。

事 業 名 秋田県森林経営管理制度推進事業 担 当 森林資源計画班

事業年度 令和元～ 事業主体 県 当初予算額 26,434 千円

事 平成31年４月に施行された「森林経営管理法」に基づき、市町村が実施する森 財 諸収入 40 千円

業 林整備等を円滑に推進するため、森林環境譲与税を活用し、支援員の配置や研修 源 繰入金 26,394 千円

目 の開催等により市町村への支援等を行う。 内

的 訳

実 １ 市町村技術者等養成事業 1,721千円（○入 1,721）

施 地域林政アドバイザーの育成や、市町村職員等を対象に事務実務や技術の習得等のための研修を開催する。

内 （１）事業内容

容 ① 地域林政アドバイザー研修

② 森林経営管理制度実務研修

③ 森林・林業技術研修（森林整備現地研修含む）

２ 秋田県森林経営管理支援センター運営事業 17,381千円（○入 17,341、○諸 40）

市町村の制度推進を支援するため支援員を配置するなど、市町村の進捗状況等に応じた支援を実施する。

（１）事業内容

① 支援員の配置

ア 県内３箇所（県北、県央、県南）に支援員１名を配置し、市町村業務等の助言等を実施する

イ 林業研究研修センター内に１名支援員を配置し、研修の企画や実施等を行う。

② 現地調査用タブレットの導入

３ 普及啓発事業 7,332千円（○入 7,332）

市町村が森林整備の現地研修を行うフィールドを管理するほか、UAV（無人航空機）等を活用した実証試験を

複数年度で実施する。

（１）事業内容

① モデル林の管理

② 簡易な森林調査の実証試験（ドローンを活用）
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事 業 名 森林情報利活用ステップアップ事業 担 当 森林資源計画班

事業年度 平成29～ 事業主体 県 当初予算額 14,924 千円

事 森林環境譲与税を活用した市町村の森林整備等を支援するため、森林情報を一 財 繰入金 14,924 千円

業 元管理する森林ＧＩＳによる精度の高い森林資源データの効率的かつ継続的な利 源

目 活用及び精度向上により、市町村における環境譲与税事業の円滑な運用を推進す 内

的 る。 訳

実 １ 森林ＧＩＳ高度化事業 14,924千円

施 森林情報の効率的な連携や精度向上を実現する森林ＧＩＳの機能を充実させるとともに、高度化した森林ＧＩ

内 Ｓの利活用を継続して推進し、市町村における円滑な森林環境譲与税事業の実施を支援する。

容 （１）森林ＧＩＳ機能の充実

① 予 算 額：11,682千円

② 事業内容：森林ＧＩＳに森林経営管理権集積計画作成に必要な情報を整備する機能等を搭載

（２）高度化した森林ＧＩＳ利活用の推進

① 予 算 額：3,242千円

② 事業内容

・市町村等がノウハウを取得するためのシステム利活用研修

・ヘルプデスク設置、森林情報データ管理等の運用管理
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事 業 名 治山事業（公共事業）／（補助金） 担 当 治山・林道班

事業年度 昭和35～ 事業主体 県 当初予算額 2,268,265 千円

事 山地に起因する災害を防止するため、荒廃山地の復旧、地すべり防止対策、 財 国 庫 1,070,000 千円

業 防災林の造成、水源地地域等の整備を実施する。 源 県 債 1,198,000 千円

目 内 一 般 265 千円

的 訳

実 １ 復旧治山事業 898,580 千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

施 （１）採択基準

内 山地において天然現象等によって発生した崩壊地、荒廃渓流、はげ山及び地隙（地表が割れてできたすき

容 ま）で、荒廃の拡大又は土砂、流木等の流出により、現に下流に被害を与え、又は被害を与えるおそれがあっ

て、流域保全上重要なもの、活断層周辺や沿岸部の山地における崩壊地で地震・津波により著しい被害を与え

るおそれもの及び公共の利害に密接な関係を有し、地域住民の生活の安定を図っていく上で必要なもので、次

の①から③のいずれかに該当するもの。

① １級河川上流

② ２級河川上流

③ その他の河川又は地区で、次の各号のいずれかに該当するもの。

ア 市街地又は集落（人家10戸以上）の保護

イ 主要公共施設の保護

ウ 農地、ため池、用排水施設、漁場等の保護

エ 津波等が発生した場合の避難経路等の保護

（※里山等保安林機能強化対策にとして行う場合の採択基準は次のとおり）

④ 崩壊地の整備等に必要な治山施設の効果区域内にある保安林で、過密化し、表土が流出する等水土保全機能

が著しく低下し、表土の流出による崩壊若しくは、土砂、流木等の流出が発生させ若しくは発生させる恐れが

ある場合

⑤ 市街地又は集落（人家等10戸以上）を保護するもの（人家が5戸以上10戸未満であって、当該地区における

公共施設を含め考慮し、それが人家等10戸以上の集落に該当すると認められるものを含む。）

（工事規模）１施行箇所の事業費：全体計画7,000万円以上（8,000万円以上）

（２）事業内容

山腹崩壊地、はげ山、浸食地、不安定土砂が異常に堆積している渓流などの荒廃山地を復旧整備するため、

治山施設（ダム工、土留工など）の新設と併せて実施する既存施設の嵩上げ・増厚・流木捕捉機能を付け加え

る工事等を行う。

（３）事業箇所 鹿角市八幡平字小割沢地区ほか19箇所

２ 緊急予防治山事業 180,645 千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準

地域における減災に関する取組と併せて行う水源の涵養及び山地災害の防止のために緊急的に行う荒廃危険

山地の崩壊等の予防を行うもので、次の①に該当するものとする。

① 山地災害危険地区に指定されており（ただし、山地災害危険地区の危険度判定において、山腹崩壊危険度

等が「ａ１」評価であって、かつ、保全対象の被災危険度が「ａ２」評価であるものに限る。）、かつ、山

地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されているもの

（工事規模）１施工箇所の事業費

年度計画 山腹 800万円以上

渓流 1,500万円以上

（２）事業内容 復旧治山事業に同じ。

（３）事業箇所 北秋田市阿仁比立内字幸屋渡ほか7箇所

３ 山地災害重点地域総合対策事業 14,900千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準

山地災害危険地区に指定されており（崩壊等の予防のみを実施する場合は、山地災害危険地区の危険度判定

で「A」と判定されたものに限る）、かつ、山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されているもの

であって、次の①から③までのいずれかに該当するもの。

① １級河川上流

② ２級河川上流
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③ その他の河川又は地区で、次の各号のいずれかに該当するもの

ア 市街地又は集落（人家10戸以上）の保護

イ 主要公共施設の保護

ウ 農地、ため池、用排水施設、漁場等の保護

エ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護

（２）事業費要件等

① 全体計画 2億円以上

② 山地災害重点地域調査は、流域等を単位として原則おおむね100km2程度で実施。

③ 「山地災害危険地区の密集地」とは、森林面積が100km2当たりの山地災害危険地区数（地すべり危険地区

を除く）が70地区以上の地域（山地災害危険地区の危険度判定A～C全ての地区が対象）。

（３）事業箇所 横手市大森町八沢木地区

４ 緊急機能強化・老朽化対策事業 82,665千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準

次の１）及び２）の条件を満たすものとする。ただし、老朽化対策のみを実施する場合にあっては、１）

及び３）の条件を満たすものとする。

１） 山地災害危険地区に指定されており、山地災害危険地区の危険度評価において、山腹崩壊危険度

等が「a1」評価であって、かつ、保全対象の被災危険度「a2」評価又は地域防災計画等の警戒避難

体制の整備に関する計画において避難経路等に指摘されている道路（道路法上の道路並びに林道及

び農道をいう。）に被害を及ぼすおそれのあるもの

２） 全体計画の工事規模が３，０００万円以上のもの（山地災害危険地区に関する情報が地域住民に

に周知されており、同等の機能を有する治山施設の新設に係るコスト比較を行うものに限る。）

３） 年度計画の工事規模が２００万円以上のもの

（２）事業内容 既存の治山施設を有効に活用して、山地災害を未然に防止し、生活環境基盤の整備に資するため

に機能強化対策及び老朽化対策を行う。

（３）事業箇所 男鹿市脇本百川字夏張地区ほか2箇所

５ 地すべり防止事業 518,815 千円 （国１／２、県１／２）

（１）採択基準

地すべり防止区域内の地すべりで、現に下流に被害を与え又は与えるおそれがあり、流域保全上重要なもの

及び公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置し難いもので、次の各号のいずれかに該当するもの。

① １級河川上流

② ２級河川上流

③ その他の河川又は地区で、次の各号のいずれかに該当するもの。

ア 市街地又は集落（人家10戸以上）の保護

イ 主要公共施設の保護

ウ 農地、ため池、用排水施設等の保護

エ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の避難経路等の保護

（工事規模）１施行地の箇所の事業費 全体計画１億円以上

（２）事業内容

地すべり斜面の荷重を減じ滑動力を減殺するための排水工、地すべりを誘発する地下水を排除するための地

下水排除工、杭の抵抗力によって地すべりを防止するための杭打工、堆砂により地すべり先端部の崩壊を抑制

し地すべりを防止するための治山ダム工等を実施する。

（３）事業箇所：由利本荘市鳥海町上笹子字砥沢地区ほか3箇所

６ 防災林造成事業 497,650 千円（国１／２、県１／２）

（１）採択基準

風倒木、山火事、強風、高潮・津波、風浪、なだれ等により機能が失われた森林泥流等の発生時に緩衝帯と

しての機能の発揮が期待される森林で、土砂の流出等により下流や背後地に被害を与えるおそれがあり、公共

の利害に密接な関係があり、地域住民の生活の安定を図っていく上で必要な雪崩防止林、土砂流出防止林、海

岸防災、防風林であって、次のいずれかに該当する場合

① 市街地又は集落（人家10戸以上）の保護

② 主要公共施設の保護

③ 農地（海岸防災林の造成にあっては、林帯延長100ｍにつき後方２ha以上、防風林の造成にあっては造成面

積の10倍以上）、ため池、用排水路等の保護

④ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場所の避難経路等の保護
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(工事規模)次のいずれかに該当する場合

ⅰ １施工箇所の事業費

年度計画 500万円以上（単独で海岸防災林の機能強化をる場合にあっては、1,000万円以上）

ⅱ 海岸防災林の整備が当該都道府県又は市町村における津波対策に係る整備計画等を踏まえ、概ね５年

程度の施設整備計画に基づき造成・整備を一体的に実施する場合は、全体計画3,000万円以上

（２）事業内容

海岸からの飛砂を止め、堆積させて砂丘を造成するための堆砂工、植生を保護するための防風工、波浪・潮

流等の海岸浸食から森林を保護するための防潮護岸工、森林造成のための植栽工を実施するほか、なだれを阻

止するための階段工・柵工、雪を分散させるための土塁工、森林によりなだれを防止するための植栽工等を実

施する。

（３）事業箇所 能代市浅内字上西山地区ほか5箇所

７ 保安林緊急改良事業 16,050 千円 （国１／２、県１／２）

（１）採択基準

対象箇所は、次のいずれかに該当するもの。

① 市街地又は集落（人家10戸以上）の保護

② 主要公共施設の保護

③ 農地、ため池、用排水施設の保護

（工事規模） １施行箇所の事業費：年度計画 400万円以上

（２）事業内容

既往の治山工事施工地であって、森林所有者等の責に帰しえない原因のために現況が著しく悪化し、施設の

目的が果たしえない箇所や工事施工地以外の保安林で、マツクイムシ被害などで現況が著しく悪化するおそれ

のある森林など、森林所有者等の責に帰しえない原因により破壊された箇所において、編柵工、排水工など簡

易施設を組み合わせて植栽を行い、林況を復旧する。

（３）事業箇所

南秋田郡大潟村字東野地区

８ 奥地保安林保全緊急対策事業 42,910 千円 通常（国 1/2、県 1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準

次の全ての要件を満たすもの。

① １級河川又は２級河川上流に位置し、かつ事業対象地域の保安林面積がおおむね50ha以上の地域で実施する

もの。

② 年度計画の工事規模が800万円以上のもの。

（２）事業内容

奥地水源地域等の荒廃地や荒廃森林において、針広混交林等への再生のための森林整備と簡易かつ効果的な

治山施設の整備を一体的に実施する。

（３）事業箇所 雄勝郡東成瀬村椿川字天江ほか1地区

９ 保安林改良事業 － 千円 （国１／２、県１／２） R2実施予定箇所無し

（１）採択基準

① 林床植生が消滅し、水源かん養機能の低下した保安林であって、表土の流出により濁水を発生させ又は濁水

を発生させるおそれがあり、複層林に造成する必要がある箇所。

② 過密化し、表土が流出する等水土保全機能が著しく低下した保安林であって、表土の流出による崩壊若しく

は土砂、流木等の流出を発生させ又は発生させるおそれがあり、次の各号のいずれかに該当するもの。

ア 市街地又は集落（人家10戸以上）の保護

イ 主要公共施設の保護

ウ 農地、ため池、用排水施設の保護

エ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の避難経路等の保護

（工事規模）１施工箇所の事業費 年度計画200万円以上

（２）事業内容

森林法第25条第1項第1号から第7号の目的のいずれかを達成するため、保安林の改良・整備、又は複層林へ

の誘導・造成を行う。

複層林への誘導・造成、簡易な治山施設の整備、作業道の作設。

（３）事業箇所 R2実施予定箇所無し
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10 保育事業 16,050 千円 （国１／３、県２／３）

（１）採択基準

対象箇所は、次のいずれかに該当するもの。

① 既往の治山施工地であって、保育を必要とする箇所。

② 水源地域整備事業の対象地域に存する機能が低位な保安林であって、水源地域整備事業の実施と関連して一

体的な保育を必要とする箇所。

③ 治山施設の効果区域内に存する機能が低位な保安林であって、既存の治山施設と一体的な保育を必要とする

箇所。

④ 水源かん養機能や土砂流出防止機能が低下した特定保安林であって、表土の流出による濁水・崩壊を発生

させるおそれがあり、次の全ての条件を満たすもの。

ⅰ 特定保安林の対象面積がおおむね50ha以上のもの。

ⅱ 治山事業による保育を必要とする面積がおおむね５ha以上のもの。

（工事規模） １施行箇所の事業費：年度計画50万円以上

（２）事業内容（事業対象齢級）

① Ⅷ齢級（防災林造成事業施行地にあってはⅨ齢級）の林分

② ただし、気象、標高、傾斜、土壌等の自然条件等から機能が低い保安林であって、保安林の機能維持に対

する要請が高く継続して保育を実施する必要がある場合はⅩⅱ齢級（防災造成施行地はⅩⅲ齢級）の林分

（３）事業箇所

八峰町峰浜目名潟字蝦夷倉ほか4箇所

［上記ほか、R元年度２月補正（追加提案）で措置］

１ 復旧治山事業 440,000 千円 通常（国１/２、県１/２）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準 上記のとおり

（２）事業内容 上記のとおり

（３）事業箇所 鹿角市八幡平字谷内ほか５箇所

２ 山地災害重点地域総合対策事業 100,000 千円 通常（国１/２、県１/２）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準 上記のとおり

（２）事業内容 上記のとおり

（３）事業箇所 横手市大森町八沢木地区

３ 緊急総合地すべり防止事業 80,000 千円 （国 １/２、県 １/２）

（１）採択基準 上記のとおり

（２）事業内容 上記のとおり

（３）事業箇所 由利本荘市鳥海町下笹子字崩ヶ沢地区

４ 防災林造成事業 90,000千円 （国１／２、県１／２）

（１）採択基準 上記のとおり

（２）事業内容 上記のとおり

（３）事業箇所 能代市浅内字上西山地区

合計 710,000千円
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事 業 名 治山事業（公共事業）／（交付金） 担 当 治山・林道班

事業年度 昭和46～ 事業主体 県 当初予算額 1,303,882 千円

事 山地に起因する災害を防止するため、荒廃山地の崩壊等を予防並びに漁場環 財 国 庫 631,000 千円

業 境の保全に資する治山施設の整備等を実施する。 源 県 債 672,700 千円

目 内 一 般 182 千円

的 訳

実 １ 予防治山事業 895,182 千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

施 （１）採択基準

内 次のいずれかに該当するもの。

容 ① １級河川上流

② ２級河川上流

③ その他河川又は地区で次のいずれかに該当するもの（集落等の保護に関するものについては、山地災害危

険地区に関する情報が地域住民に周知されている場合に限る。）

ア 市街地又は集落（人家10戸以上）の保護

イ 主要公共施設の保護

ウ 農地、ため池、用排水施設、漁場等の保護

（工事規模） １施行箇所の事業費：年度計画

・山腹800万円以上（1,000万円以上）

・渓流1,500万円以上（1,700万円以上）

・のり枠工等の既存施設がある区域において、津波避難施設の整備に限って実施する場合は200万円以上

・既存施設の老朽化対策200万円以上

※（）は里山等保安林機能強化対策として行う場合の事業費

（２）事業内容

復旧治山事業に同じ。

（３）事業箇所 鹿角市尾去沢字下タ沢ほか30箇所

２ 山地防災力強化総合対策事業 29,900 千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準

山地災害危険地区等（なだれ危険箇所を含む。）において荒廃山地の復旧整備及び荒廃危険山地の崩壊等

の予防を行うもので、次の１）から３）までのいずれかに該当し、かつ、４）及び５）の条件を満たすもの

１）市街地又は集落（人家１０戸以上）の保護

２）主要公共施設（学校、官公署、病院、鉄道、道路（道路法上の道路並びに林道及び農道をいう。）の

保護

３）市町村地域防災計画等で指定される避難場所、避難経路（予定地を含む。）の保護

４）３地区以上の山地災害危険地区等が存する一定地域で実施するもの

５）都道府県が市町村や地域住民等と協働で策定する「山地災害減災計画」に基づき、住民参加型の総合

的な警戒避難体制の整備に資するソフト対策を実施するもの

６）４）で定める区域における全体計画の事業規模が７，０００万円以上のもの（ただし、荒廃危険山地

の崩壊等の予防のみを実施する場合は、年度計画の事業規模が予防治山の工事規模を満たすもの。）

（２）事業内容

山地災害危険地区等（なだれ危険箇所を含む。）が複数存在する地域（集落）において、都道府県が市町

村や地域住民と協働で減災計画を策定する総合的な治山対策。

（３）事業箇所 鹿角郡小坂町小坂字中小坂地区

３ 治山施設機能強化事業 378,800 千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準

① 山地災害危険地区が存在地域において、既存の治山施設が存する地区で人家10戸以上の集落等（５戸以上10

戸未満であって、当該地域に存する公共施設を含め考慮し、それが人家10戸以上に相当するものと認められ

るものを含む）に直接被害を与えるおそれがある箇所。（各号は復旧治山事業に同じ。）

② 全体計画が３千万円以上のもの（山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されており、同等の機

能を有する治山施設の新設に係るコスト比較を行うものに限る）

（２）事業内容

荒廃山地、荒廃危険山地等において、災害が未然に防止し、生活環境基盤の整備に資するため、既存の治山 施設を

有効活用して、その機能強化を図ることにより緊急に行う山地災害危険地対策に係る事業治山ダムの嵩上げ等）
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（３）事業箇所 鹿角市八幡平字田の沢地区ほか10箇所（国5.5/10、県4.5/10）

［上記ほか、R元年度２月補正（追加提案）で措置］

１ 予防治山事業 70,500 千円 通常（国1/2、県1/2）、火山地域（国5.5/10、県4.5/10）

（１）採択基準：上記のとおり

（２）事業内容：上記のとおり

（３）事業箇所：大館市山田字一通地区ほか1箇所

事 業 名 災害関連緊急治山事業 担 当 治山・林道班

事業年度 昭和58～ 事業主体 県 当初予算額 144,000 千円

事 災害により新たに発生し、又は拡大した荒廃山地、なだれ発生地、地すべり地 財 国 庫 88,000 千円

業 について、当該発生年に緊急に復旧整備を行い、災害の拡大や再発生の防止を図 源 県 債 50,400 千円

目 る。 内 一 般 5,600 千円

的 訳

実 １ 採択基準

施 （１）災害関連緊急治山事業

内 次の各号の一に該当するもの。

容 ① 重要な災害復旧工事の遂行に特に先行して施工する必要のあるもの。

② 公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置し難いもので、次のいずれかに該当するもの。

・鉄道、高速自動車道国道、一般国道、都道府県道、市町村道のうち、指定市道及び迂回路のないもの、利

用区域面積500ha以上の林道及びその他公共施設のうち重要なものに被害を与えると認められるもの。

・官公署、学校、病院等の公共建物又は鉱工業施設のうち重要なものに被害を与えると認められるもの。

・農地、農道、ため池又は用排水施設のいずれかに直接被害を与えると認められるもの。

・人家10戸以上に被害を与えると認められるもの。

（２）災害関連緊急地すべり防止事業

次の各号の一に該当するもの。

① （１）の①に同じ。

② 公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置し難いもので、次のいずれかに該当するもの。

・多量の崩土が渓流又は河川に流入し、下流の１級河川又は２級河川に被害を与えると認められるもの。

・以下、（１）の②に同じ。

（３）事業規模

１箇所の復旧事業費が600万円以上のもの。

２ 負担区分 国２／３、県１／３

３ 事業箇所 未定
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事 業 名 林地荒廃防止施設災害関連事業 担 当 治山・林道班

事業年度 昭和58～ 事業主体 県 当初予算額 40,000 千円

事 林地荒廃防止施設災害復旧事業と併合実施し、災害防止を図る。 財 国 庫 19,038 千円

業 源 県 債 18,800 千円

目 内 一 般 2,162 千円

的 訳

実 １ 採択基準

施 （１）林地荒廃防止施設災害復旧事業の施行のみでは、再度災害防止に十分な効果が期待できないと認められる場

内 合。

容 （２）１箇所の事業費が800万円以上のもの。

２ 事業内容

災害復旧事業と併せて、当該被災施設及びこれに接続する部分の嵩上げ、又は拡大、施設の新設、残存施設の

改築又は補強、一定の計画により施設を改良して施行する。

３ 負担区分 国１／２、県１／２

４ 事業箇所 未定

事 業 名 林地荒廃防止施設災害復旧事業 担 当 治山・林道班

事業年度 昭和35～ 事業主体 県 当初予算額 80,000 千円

事 降雨、洪水、暴風、高潮、地震、地すべり、その他異常な天然現象により被災 財 国 庫 51,288 千円

業 した治山施設を復旧し、同施設の機能回復を図る。 源 県 債 28,700 千円

目 内 一 般 12 千円

的 訳

実 １ 採択基準 次の各号の全てを満たすもの。

施 （１）林地荒廃防止施設については保安林又は保安林施設地区として、地すべり防止施設については地すべり防止

内 区域として都道府県知事が維持管理している施設。

容 （２）次のいずれかの異常な天然現象により被災したもの。

① 河川の出水による災害は、被災施設の所在箇所の水位が警戒水位以上の出水により生じた災害

② 最大24時間雨量が80mm以上の降雨により生じた災害

③ 最大風速15ｍ以上の風により生じた災害

④ 暴風若しくはその余波による異常な高潮若しくは波浪又は津波による災害にあっては、被災の程度が大きい

もの。

⑤ 地すべりにより発生した地すべり防止施設の災害にあっては、地すべりが発生した区域のうち、被災前の地

すべり防止施設により一定のブロックが概成しているもの。

（３）１箇所の災害復旧工事費が120万円以上のもの。

２ 事業内容 異常な天然現象により被災した既存治山施設について補強や根固め等により従前の機能に復旧する｡

３ 負担区分 国２／３、県１／３ (起債充当率：現年災100%、過年災90%)

４ 事業箇所 未定

事 業 名 県単治山施設災害復旧事業 担 当 治山・林道班

事業年度 昭和35～ 事業主体 県 当初予算額 7,000 千円

事 異常な天然現象により被災した治山施設のうち、国庫補助の対象とならないも 財 県 債 4,500 千円

業 のを復旧する。 源 一 般 2,500 千円

目 内

的 訳

実 １ 県単治山施設災害復旧事業 4,500 千円

施 （１）採択基準

内 ① 国庫補助事業の「林地荒廃防止施設災害復旧事業」の採択基準（１）及び（２）に同じ。

容 ② １箇所の災害復旧事業費が120万円未満のもの。

（２）事業内容 （林地荒廃防止施設災害復旧事業に同じ。）

（３）負担区分 県10/10

（４）事業箇所 未定

２ 治山施設災害復旧調査 2,500 千円

（１）採択基準 治山施設の災害査定設計のための調査に要する経費

（２）事業箇所 未定
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事 業 名 県単治山事業 担 当 治山・林道班

事業年度 昭和35～ 事業主体 県・市町村 当初予算額 116,981 千円

事 国庫補助の対象とならない小規模崩壊地の復旧、予防及び治山施設の維持管理 財 県 債 109,500 千円

業 を行うとともに、治山事業の前提となる地すべり防止区域を指定し、山地災害へ 源 一 般 7,481 千円

目 の適正な対処により、県民が安心して暮らせる環境を守る。 内

的 訳

実 １ 県単一般治山事業 65,600 千円（県10/10）

施 （１）採択基準

内 ① 天然現象に起因する災害によって、山地の崩壊等が発生している箇所及び崩壊等が発生するおそれのある箇

容 所で復旧整備が必要なもの。

② 県の施設を保全するもの。

（２） 事業内容

（ 国庫補助事業の「復旧治山事業」に同じ。）

（３）事業主体 県

（４）事業箇所 未定

２ 県単局所防災事業 50,525 千円（県８／10、市町村２／10）

（１）採択基準

① 人家を保全するもの。

② 市町村の公共施設等を保全するもの。

（２）事業内容

天然現象による林地の崩壊により、現に人家に被害を与えている場合及び崩壊を放置すると人家等に直接被

害を与えることが確実と認められた場合に、林地の保全上必要な施設の設置に要する経費の一部を補助する。

（３）事業主体 市町村

（４）事業箇所 未定

３ 県単治山施設維持管理事業 856 千円（県10／10）

（１）採択基準

国庫補助対象にならないもの。

（２）事業内容

経年変化により機能低下した治山施設の維持管理

（３）事業箇所 未定

事 業 名 林道事業（公共事業）／流域育成林整備事業 担 当 治山・林道班

事 業 年 度 昭和21～ 事業主体 県、市町村 当初予算額 116,009 千円

事 育成林資源の一体的かつ効率的な整備を促進するために必要な林道の新設及び 財 国 庫 103,920 千円

業 改築を実施するほか、車両の大型化、重量化に伴い、開設当時の構造、規格では 源 一 般 12,089 千円

目 対応できなくなった既設林道について、構造の一部を改良する。 内

的 訳

事 林道事業当初予算額（全体） 681,981千円

業

内 １ 流域育成林整備事業、林道改良事業、林道舗装事業 116,009千円

容 （１）事業内容

森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道を新設・改築する。

（２）採択基準

① 新設

・利用区域の森林面積が50ha以上（過疎、特定市町村、準特定市町村、水土保全は30ha以上）

・林業効果指数0.9以上

・全体計画延長0.8km以上（利用区域面積が50ha以上の場合は１km以上）

・着工後10年以内に、利用区域内森林面積に対し、延べ面積で10％以上に相当する森林において、

森林整備が実施されることが確実であると見込まれること。

② 改築

開設後５年以上経過

- 186 -



③ 林道改良、林道舗装

ア 幹線 ・利用区域の森林面積が500ha以上（過疎、振山200ha以上）

・林業効果指数1.2以上

イ その他 ・利用区域の森林面積が50ha以上（過疎及び旧過疎30ha以上）

・林業効果指数0.9以上

ウ 工事規模 改 良：１箇所の事業費900万円以上

改良(保全整備)：1箇所の事業費40万円以上900万円未満

舗 装：総事業費2,400万円以上

（３）負担区分

事 業 名 実施主体 実施区分 国 県 地元

流域育成林整備 県 過疎・振山 5.0/10 2.5/10 2.5/10

(新設、改築） その他 4.5/10 3.0/10 2.5/10

市町村 過疎・振山 5.0/10 0.5/10 4.5/10

その他 4.5/10 0.5/10 5.0/10

林道改良 市町村 幹線 5.0/10 0.5/10 4.5/10

その他 3.0/10 0.5/10 6.5/10

林道改良(保全整備) 市町村 － 5.0/10 0.5/10 4.5/10

林道舗装 市町村 幹線 5.0/10 0.5/10 4.5/10

その他 10/30 1.5/30 18.5/30

（４）実施状況

県営・補助営別 （単位：本、千円）

R1年度実績見込み R2年度計画

実施主体 路線数 決算額 路線数 予算額

県 - - - -

市町村 11 88,387 9 116,009 (10,615千円特殊経費)

計 11 88,387 9 116,009

事 業 名 林道事業（公共事業）／フォレスト・コミュニティ総合整備事業 担 当 治山・林道班

事 業 年 度 昭和55～ 事業主体 県、市町村 当初予算額 21,739 千円

事 森林活用基盤整備、居住環境基盤整備及び居住地森林環境整備を単独又は組み合 財 分担金 2,000 千円

業 わせにより行う事業であり、林業生産の向上と林業従事者の定住条件の環境整備、 源 国 庫 10,000 千円

目 都市との交流促進等に必要な基盤や居住地から森林への通勤等のための骨格となる 内 県 債 8,700 千円

的 林道の総合的な整備を実施する。 訳 一 般 1,039 千円

事 林道事業当初予算額（全体） 681,981千円

業

内 １ フォレスト・コミュニティ総合整備事業 21,739千円

容 （１）採択基準

① 地区指定の要件

・特定市町村又は準特定市町村の区域内

・森林資源の状況、森林施業の動向、林業生産の動向、林道の整備状況、森林空間の総合利用の動向及び生

活環境施設の整備状況等からみて、本事業を実施することが適当と認められる地区

・市町村、林業者、森林組合その他関係団体の意欲が高い地区

② 森林活用基盤整備（森林基幹道整備）

・開設効果指数が1.2以上（防火、ネットワークを除く）

・利用区域内森林面積が1,000ha以上（奥地、防火、ネットワークは500ha以上）

③ 居住環境基盤整備

・単独実施の場合は中山間地域山村総合整備総合対策に位置づけられていること

④ 森林活用基盤整備又は居住地森林環境整備と居住環境基盤整備との組合せ

・林道の開設（集落林道、アクセス林道含む）、改良及び造林に係る事業費の総事業費に占める割合が、

おおむね50％以上（林道密度が、県の林道密度の２倍以上の場合は、おおむね20％以上）

・林内道路密度が、ほぼ全国目標（20ｍ／ha）に達している地域（中山間地域山村総合整備対策に位置づけられ

ていること）
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⑤ 居住地森林環境整備

居住環境整備事業と組合せて行う場合を除き、次の要件にすべて該当するもの

・人口集中地区を持つ人口おおむね３万人以上、かつ、人口１万人当たりの森林面積がおおむね500ha以上の市

村の区域内の森林

・整備対象森林の面積がおおむね300ha以上あり、その大半が森林法第５条第２項第４号の３に定める公益的機

別森林区域

・整備面積の合計が20ha以上

（２） 負担区分

実施主体 メニュー 実施区分 国 県 地元

県 森林基幹道 - 5.0/10 4.0/10 1.0/10

森林利用施設整備 - 5.0/10 - 5.0/10

市町村 〃 - 5.0/10 0.5/10 4.5/10

（アクセス林道）

上記以外 過疎・山振 5.5/10 0.5/10 4.0/10

その他 5.0/10 0.5/10 4.5/10

※1 森林基幹道において県代行の場合、県負担は5.0/10

※2 市町村が実施主体で中山間地域山村総合整備対策に位置づけられた場合は国5.5/10

※3 補助営は、平成18年度以降の新規採択路線にかかる率である。

（３）県営・補助営別実施状況

森林基幹道（※骨格的な林道の整備） （単位：本、千円）

R1年度実績見込み R2年度計画

路線数 決算額 路線数 予算額

県 1 69,581 1 21,739

事 業 名 林道事業（公共事業） ／高能率生産団地路網整備事業（林業専用道) 担 当 治山・林道班

事 業 年 度 平成６～ 事業主体 県 当初予算額 544,233 千円

事 本県が目指す「木材供給基地づくり」を実現するため、高能率生産団地を設 財 分担金 83,702 千円

業 置し、路網の整備、林業生産の機械化、施業の集団化など新たな効率的林業生 源 国 庫 247,205 千円

目 産システムを確立することにより、労働生産性の向上と原木の安定供給を促進 内 県 債 191,900 千円

的 し、山村・林業の活性化と木材産業の振興を図る。 訳 一 般 21,426 千円

事 林道事業当初予算額（全体） 681,981千円

業 １ 高能率生産団地路網整備事業（林業専用道) 544,233千円

内 （１）事業内容

容 スギ人工林資源が成熟した団地を設定し、生産ロットの拡大、機械化により林業生産コストの低減と原木の安

定供給を図るために高性能林業機械が稼働できる基盤施設として、林業専用道（Ｗ＝3.5ｍ）を開設する。

（２）採択基準

① 団地要件

・森林面積が概ね100ha以上、団地内スギ人工林が概ね70％以上で、うち31年生以上のｽｷﾞ人工林が概ね70％以上

かつ41年生以上のｽｷﾞ人工林が概ね30％以上が存在する区域。

・市町村森林整備計画の施業の重点実施地区、または将来重点的実施地区になり得る地区。

・団地内に占める一森林所有者の森林面積の割合は概ね５割未満であること。

（県有林・県行造林では概ね50％未満であること）

（市長村有林・財産区有林・部分林、林業公社等については、100％未満とすること）

② 林業専用道の要件

・利用区域面積：10ha以上、 路線延長：200ｍ以上、 林業効果指数：0.9以上

・接続道路は、林業専用道と同等以上の規格構造を有するものであること。

（３）事業主体 県

（４）負担区分 過疎･振山 国（3/6）県(2/6) 市町村(1/6)、その他 国（27/60）県(23/60) 市町村(10/60)

（５）実施状況 （単位：本、千円）

R1年度実績見込み R2年度計画

路線数 事業費 路線数 事業費

県 17 521,327 16 544,233

実施主体
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事 業 名 林道施設災害復旧事業 担 当 治山・林道班

事 業 年 度 昭和25～ 事業主体 市町村 当初予算額 184,000 千円

事 暴風、洪水、高潮、地震その他異常な天然現象により、林道が被災したものに 財 国 庫 180,000 千円

業 対する復旧工事を行う。 源 一 般 4,000 千円

目 内

的 訳

事 １ 採択基準

業 暴風雨など異常な天然現象により生じた災害

内 ① 最大日雨量 80mm/日以上

容 ② 最大風速 15ｍ/秒以上

③ 利用区域面積 30ha以上 蓄積 1,390 以上

④ 既設延長 500ｍ以上 幅員 1.8ｍ以上

２ 負担区分

実施主体 区 分 国 県 地元

奥 地 6.5/10以上 － 3.5/10

その他 5.0/10以上 － 5.0/10

※Ｒ１年度は、林道施設災害査定実績なし。

事 業 名 秋田スギ生産基盤づくり事業【新規】 担 当 治山・林道班

事業年度 令和２～４ 事業主体 県 当初予算額 114,800 千円

事 林業生産性の向上と原木の安定供給を図るため、スギ人工林の成熟度が高く関 財 国 庫 87,500 千円

業 係者の意欲の高い地域に設定した「高能率生産団地」において、林内路網を整備 源 一 般 27,300 千円

目 する。 内

的 訳

事

業 １ 秋田スギ生産基盤づくり事業 114,800千円

内

容 （１）事業内容

丸太の搬出作業に直結する、１０ｔ程度のトラックが走行できる規格を持つ「林業専用道（規格相当）」を

開設する。

・事業箇所 繋沢線（大館市）ほか２路線

・開設延長 3,500m

・幅 員 3.5m

（２）採択基準

① 団地要件

・森林面積が概ね100ha以上、団地内スギ人工林が概ね70％以上で、うち31年生以上のｽｷﾞ人工林が概ね70％以

上、かつ41年生以上のｽｷﾞ人工林が概ね30％以上が存在する区域。

・市町村森林整備計画の施業の重点実施地区、または将来重点的実施地区になり得る地区。

・団地内に占める一森林所有者の森林面積の割合は概ね５割未満であること。

（県有林・県行造林では概ね50％未満であること）

（市長村有林・財産区有林・部分林、林業公社等については、100％未満とすること）

② 林業専用道（規格相当）の要件

・利用区域面積：10ha以上、 路線延長：200ｍ以上

・接続道路は、林業専用道（規格相当）と同等以上の規格構造を有するものであること。

（３）事業主体 県

（４）負担区分 【国】路線毎の平均横断地山勾配に応じた定額補助

15度未満 上限助成額 23千円/m

15度以上25度未満 上限助成額 25千円/m

25度以上 上限助成額 27千円/m

【県】国の上限超過分（最大14千円/m）

ただし上限事業費を37千円/mとする。

県
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事 業 名 森林病害虫等防除対策事業 担 当 森林管理班

事業年度 昭和57～ 事業主体 県、市町村 当初予算額 264,331 千円

事 森林資源として松、ナラ林等を保護し、その有する機能を確保するため、森林 財 国 庫 193,840 千円

業 病害虫等の防除を行う。 源 繰入金 1,482 千円

目 内 一 般 69,009 千円

的 訳

実 １ 松くい虫防除対策事業（国庫補助） 124,319千円（○国69,577、○一54,742）

施 松くい虫被害のまん延区域の拡大を防止するため、予防措置と駆除を併用した防除を行う。

内 （１）県直営事業 79,806千円（国１／２、県１／２）

容 ① 防除事業

ア 伐倒駆除（被害木を伐倒・破砕：特別伐倒駆除）・・・秋田市など２市

イ 薬剤散布（殺虫剤による予防：地上散布、無人ヘリ散布）・・・秋田市など４市

ウ 防除指導（防除の計画・技術指導等に係る会議開催、旅費、需用費等）

（２）補助事業 44,513千円（国１／２、県１／４）

① 防除事業

ア 伐倒駆除（被害木を伐倒・破砕又はくん蒸：特別伐倒駆除、伐倒駆除）・・・能代市など５市町

イ 薬剤散布（地上散布、無人ヘリ散布及び有人ヘリ散布）・・・秋田市など11市町

ウ 樹幹注入（殺線虫剤による予防）・・・秋田市など９市町

② 事業主体 市町村

③ 補 助 率 ３／４以内

２ 松くい虫防除対策事業（県単） 10,786千円（○入1,482、○一9,304）

松くい虫被害のまん延区域の拡大を防止するため、被害木調査等を行う。

（１）県直営事業 10,786千円（県10／10）

① 調査事業 9,040千円

ア 県営林における被害木毎木調査

② 抵抗性マツ 1,482千円

ア 抵抗性マツの品種開発（林業研究研修センター）

③ 事務費等 264千円

３ 松くい虫被害先端地域特別対策事業 114,400千円（○国114,400）

未被害地への侵入及びまん延区域の拡大を防ぐため、国の委託を受けて重点防除を実施する。

（１）県直営事業 114,400千円（国10／10）

① 防除事業

ア 伐倒駆除（被害木を伐倒・破砕：特別伐倒駆除）・・・能代市など６市町

イ 薬剤散布（殺虫剤による予防：地上散布、無人ヘリ散布）・・・能代市など５市町

ウ 防除指導等

４ ナラ枯れ予防対策事業 14,826千円（○国9,863、○一4,963）

ナラ枯れ被害の拡大を防止するため、守るべきナラ林において駆除及び予防措置を行う。

（１）県直営事業 126千円（国１／２、県１／２）

① 防除指導

（２）補助事業 14,700千円（国１／２、県１／４）

① 防除事業

ア 被害木駆除（くん蒸）・・・能代市など６市町

イ 樹幹注入（殺菌剤による予防）・・・秋田市など７市町

② 事業主体 市町村

③ 補 助 率 ３／４以内

- 190 -



事 業 名 守れ、活かせナラ林若返り促進事業【新規】 担 当 森林管理班

事業年度 令和２～４ 事業主体 森林組合等 当初予算額 23,598 千円

事 未被害地域・観光地へのナラ枯れ被害の拡大を防止するため、ナラ枯れ被害先端 財 一 般 23,598 千円

業 地域のうち被害を受けやすい老齢木が多いナラ林の伐採・搬出を促進し、ナラ林の 源

目 若返りを図る。 内

的 訳

実 １ 守れ、活かせナラ林若返り促進事業 23,598千円（○一23,598） 県10/10

施 ナラ枯れ被害先端地域のうち、３つエリアにおいて奥地であるために掛かり増しとなる集材等の経費に

内 対し、集材距離に応じて助成する。

容 ① 助成対象搬出材積 11,400m3

② 助成単価 集材距離200m以上500m未満 1,600円/m3

集材距離500m以上800m未満 2,000円/m3

集材距離800m以上 2,500円/m3

事 業 名 林地開発許可制度実施事業（経常経費） 担 当 森林管理班

事業年度 昭和49～ 事業主体 県 当初予算額 451 千円

事 林地の開発行為に際して、森林の土地の適正な利用を図りつつ、森林の有する公 財 一 般 451 千円

業 益的機能の確保を図る。 源

目 内

的 訳

実 １ 林地開発許可制度実施事業 451千円

施 地域森林計画の対象民有林において、１haを超えて開発行為を行う際の林地開発許可申請の審査を行う。

内 なお、国又は地方公共団体が行う場合及び省令で定める事業を実施する場合は、その事業者は知事と連絡調

容 整（協議）を行う。

（１）林地開発許可申請の審査、林地開発許可対象地の指導

（２）林地開発行為の連絡調整（協議）

事 業 名 保安林管理事業（経常経費） 担 当 森林管理班

事業年度 昭和42～ 事業主体 県 当初予算額 12,994 千円

事 森林法に基づき知事が権限を有する重要流域以外の１～３号並びに全流域の４号 財 国 庫 2,236 千円

業 以下民有保安林の適正かつ円滑な整備を図る。 源 財 産 2,263 千円

目 内 一 般 8,495 千円

的 訳

実 １ 保安林整備管理 758千円

施 （１）民有保安林の指定・解除事務 （国１／２、県１／２、10／10）

内

容 ２ 保安林保全管理 2,501千円

（２）保安林等の巡視 （国１／２、県１／２）

３ 損失補償 4,424千円

（１）損失補償費の支払い １～３号保安林（国10／10） ４～７号保安林（国１／２、県１／２）

８～11号保安林（県10／10）

４ 財産管理 5,311千円

（１）水源かん養林造成契約地及び海岸砂地造林契約地の支障木売買等による収入

（２）契約分収割合による分収金の交付

事 業 名 保安林管理受託事業（経常経費） 担 当 森林管理班

事業年度 昭和42～ 事業主体 県 当初予算額 17,197 千円

事 大臣権限に係わる重要流域内の１～３号民有保安林の指定・解除、指定施業要件 財 国 庫 17,197 千円

業 の変更等の事務、保安林適正管理調査等の受託事業を実施する。 源

目 内

的 訳

実 １ 保安林整備 1,099千円

施 ① 保安林の指定・解除、指定施業要件変更等の事務

内

容 ２ 保安林管理 16,098千円

① 保安林適正管理実態調査（所有者・境界・地目未更正箇所の実態等の調査）等の受託

② 保安林保全情報整備調査（保安林台帳等のデータベース化）等の受託
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